
皆様に知ってもらいたい寄附金の使い道 
 

 

旭川市は，海外ではアメリカ合衆国ブルーミントン・ノーマル両市，ロシア連邦ユジノサハリンスク市，大韓民国水原市，中華人民共和国哈爾濱市の４か国５都市と姉妹友
好都市を提携し，文化・スポーツなど様々な分野で交流を図っています。 

このような異文化交流は，市民の国際理解を深めるもので，近年本市にも多くの外国人が来られる中，ホスピタリティの向上など，本市の一層の国際化につながっています。 
 
 
とりわけ，青少年交流は，本市の次代を担う子どもたちを国際的視野を持つ優れた人材に育成する機会となっており，積極的に進めていく必要があります。 
姉妹友好都市との相互交流は，その国の人々の考え方や文化を直接肌身で感じることができ，テレビや雑誌では知ることのできない貴重な体験となります。 
そして青少年交流によってできた外国の友人たちとの交流は，その後も永く続いていくことでしょう。 
このような経験を，本市のより多くの青少年たちにしてもらうために，ふるさと納税によるご支援をお願いいたします。 
 
 
海外との往来が制限される状況においても姉妹友好都市との青少年交流を継続していくため，令和３年度は，オンライン会議システムを活用した学校同士の交流や小中学

生を対象とした絵画展を実施しました。 
 
 
皆様からいただいた寄附金は，青少年交流事業を実施する際の本市青少年の派遣旅費，外国青少年受入時の滞在費，各種オンライン交流事業の実施に係る経費など

に活用させていただきます。 
 
 
観光スポーツ交流部都市交流課 電話 0166-25-7491 
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